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第 ５ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

令和元年10月11日(金曜日) 

            午後０時58分開議 

            午後２時12分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 議案第25号 平成30年度熊本県一般会計歳

入歳出決算の認定について 

 議案第30号 平成30年度熊本県港湾整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 議案第31号 平成30年度熊本県臨海工業用

地造成事業特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 議案第32号 平成30年度熊本県用地先行取

得事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

議案第37号 平成30年度熊本県流域下水道

事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

   ――――――――――――――― 

出席委員(13人) 

        委 員 長 溝 口 幸 治 

        副委員長 内 野 幸 喜 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 西   聖 一 

        委  員 山 口   裕 

        委  員 増 永 慎一郎 

        委  員  田 大 造 

        委  員 橋 口 海 平 

        委  員 楠 本 千 秋 

        委  員 岩 本 浩 治 

        委  員 末 松 直 洋 

        委  員 吉 田 孝 平 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

土木部 

         部 長 宮 部 静 夫 

        総括審議員 

兼河川港湾局長 永 松 義 敬 

       政策審議監 藤 本 正 浩 

      道路都市局長 村 上 義 幸 

      建築住宅局長 上 妻 清 人 

         監理課長 野 﨑 真 司 

      用地対策課長 馬 場 一 也 

    土木技術管理課長 勝 又 成 也 

      道路整備課長 亀 崎 直 隆 

      道路保全課長 吉ヶ嶋 雅 純 

首席審議員 

     兼都市計画課長 坂 井 秀 一 

      下水環境課長 渡 辺 哲 也 

        河川課長 竹 田 尚 史 

        港湾課長 松 永 清 文 

        砂防課長 中 山 雅 晴 

        建築課長 松 野 秀 利 

        営繕課長 小路永   守 

        住宅課長 原 井   正 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

    会計管理者兼出納局長 瀬 戸 浩 一 

          会計課長 村 上   勲 

――――――――――――――― 

監査委員事務局職員出席者 

        局長心得 松 永 正 伸 

         監査監 石 川   修 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 岡 部 康 夫 

       議事課主幹 千 羽 正 裕 

――――――――――――――― 

  午後０時58分開議 

○溝口幸治委員長 それでは、ただいまから

第５回決算特別委員会を開会いたします。 

 本日は、土木部の審査を行うこととしてお
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ります。 

 それでは、これより土木部の審査を行いま

す。 

 まず、執行部の説明を求めた後に、一括し

て質疑を受けたいと思います。 

 執行部からの説明は、効率よく進めるため

に、着座のままで簡潔にお願いいたします。 

 それでは、土木部長から決算概要の総括説

明を行い、続いて、担当課長から順次説明を

お願いいたします。 

 初めに、宮部土木部長。 

 

○宮部土木部長 それでは、お許しを得まし

たので、着座にて御説明をさせていただきま

す。 

 平成30年度決算の説明に先立ちまして、前

年度の決算特別委員会において御指摘のあり

ました施策推進上改善または検討を要する事

項等のうち、土木部関係につきまして、その

後の措置状況を御報告いたします。 

 まず、各部局の共通事項として御指摘あり

ました「未収金の解消については、関係部局

において、厳しい状況の中で回収に努めてい

ることは理解しているが、財源の確保及び負

担の公平性の観点から、費用対効果も十分踏

まえながら、さらに適切かつ効率的な徴収対

策を講じ、より一層徴収促進に努めるこ

と。」についてでございます。 

 未収金の解消につきましては、交渉や資産

調査等により債務者の状況を的確に把握し、

分納誓約書の徴取など、その状況に応じた未

収金対策に取り組んでおります。 

 また、土木部未収金対策連絡会議を平成27

年度に設置いたしまして、関係課間で取り組

み事例等を情報交換し、回収方策の共有化を

行うなど、未収金対策を強化し、その解消に

努めているところです。 

 財源の確保及び負担の公平性の観点から、

今後も引き続き、未収金の解消にしっかりと

取り組んでまいります。 

 次に、土木部関係で１件御指摘がありまし

た。 

 ｢河川及び港湾関係事業の繰越理由の多く

が、地元漁協など関係機関との調整に不測の

日数を要したためということであるが、工事

に係る協賛金の取り扱いについて農林水産部

と連携して取り組むなど、関係する漁業協同

組合、請負業者及び発注者間の良好な関係づ

くりに努め、事業の円滑化を図ること。」に

ついてでございます。 

 これにつきましては、内水面に影響を及ぼ

す工事を実施する際に、発注者の責務とし

て、受注者が円滑に施工できるよう、関係漁

協に対し、工事着手前に工事内容を説明する

とともに、着手後においても必要に応じて施

工に関する調整を行うなど、農林水産部と連

携し、対応してまいります。 

 続きまして、土木部の平成30年度決算の概

要を決算特別委員会説明資料の１ページ、平

成30年度歳入歳出決算総括表で御説明いたし

ます。 

 まず、歳入についてですが、最下段の計の

欄のとおり、一般会計、特別会計合わせまし

て、収入済み額が760億6,000万円余、不納欠

損額は156万円余でございます。不納欠損額

の主なものは、県営住宅使用料となっており

ます。 

 また、収入未済額は、３億1,500万円余と

なっており、主なものは、海砂利超過採取に

係る過料等となっております。 

なお、予算現額と収入済み額との差320億

2,700万円余は、主に翌年度への事業繰り越

しに伴う国庫支出金の減でございます。 

 続きまして、歳出についてですが、一般会

計、特別会計合わせまして、支出済み額が

1,474億6,000万円余、翌年度繰越額は592億

200万円余でございます。 

 繰越理由の主なものとしましては、工事の

施工に伴い発生した関係者との協議調整に時

間を要したことなどにより工期が不足し、や
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むを得ず令和元年度へ繰り越したもので、現

在、その執行に鋭意取り組んでいるところで

ございます。 

 また、不用額は、53億7,000万円余となっ

ており、その主な理由は、国費予算の内示減

による事業費確定に伴う執行残等によるもの

でございます。 

 以上、平成30年度土木部歳入歳出決算の概

要につきまして、総括的に御説明申し上げま

したが、詳細につきましては、関係課長から

説明いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○野﨑監理課長 監理課でございます。 

 土木部の定期監査においては、港湾課、住

宅課において指摘がございました。その内容

と対応につきましては、後ほど担当課長から

御説明申し上げます。 

 まず、決算の概要につきまして御説明申し

上げます。 

 決算特別委員会説明資料２ページをお願い

いたします。 

 一般会計の歳入についてでございます。 

 ２ページから４ページにかけまして、使用

料及び手数料、国庫支出金、財産収入、諸収

入がございますが、いずれも不納欠損、収入

未済額ともございません。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出についてでございます。 

 ３段目の土木総務費におきまして、2,285

万2,000円の不用額を生じておりますが、主

に熊本地震に係る都道府県派遣職員負担金の

執行残でございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 ２段目の建設業指導監督費におきまして、

1,388万1,000円の不用額を生じております。

この不用額の主なものとしましては、建設産

業若手技能者雇用促進事業費等の補助金申請

件数が見込みより少なかったことによる補助

金の執行残でございます。 

 続きまして、翌年度への繰越事業につい

て、附属資料で御説明を申し上げます。 

 附属資料の１ページ目をお願いいたしま

す。 

 監理課の繰越事業は、土木部の政策調整予

算を活用して建築課で実施しております、み

んなの家利活用構想計画の業務委託において

140万4,000円でございます。これは、応急仮

設住宅団地内に整備されましたみんなの家に

ついて、具体的な利活用方針を宇土市、甲佐

町においてモデル的に検討するものでござい

ます。 

 昨年度、業務を進めていく上で、市町村か

ら、入居されている被災者の住宅再建の状況

を考慮するとともに、仮設住宅の撤去、集約

の時期を見きわめながら、利活用の検討を進

めるべきという意見がございました。それを

踏まえ、仮設住宅の撤去、集約時期が、めど

が立ったのが３月上旬となりましたもので、

検討に着手したことから、やむを得ず次年度

への繰り越しを行ったものでございます。 

 監理課の説明は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○馬場用地対策課長 用地対策課でございま

す。 

 決算の概要について説明いたします。 

 説明資料の７ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳入です。 

 上段の使用料及び手数料、下段の諸収入に

ついて、いずれも不納欠損額、収入未済額と

もにございません。 

 なお、下段の諸収入で、予算に対し、収入

済み額に432万7,000円の減額が生じましたの

は、備考欄に記載のとおり、収用委員会にお

きまして、鑑定等を要する裁決が見込みより

少なかったためでございます。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 一般会計の歳出です。 

 土木総務費で760万7,000円の不用額が生じ
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ております。これは、備考欄に記載のとお

り、収用手続に係る鑑定料等の執行残、事業

認定事務費等の執行残、合わせてでございま

す。 

 続きまして、説明資料９ページをお願いい

たします。 

 用地先行取得事業特別会計の歳入です。 

 上段の財産収入、下段の県債について、い

ずれも不納欠損額、収入未済額ともにござい

ません。 

 上段の財産収入は、特別会計で先行取得し

た用地分の一般会計への売り払い収入で、実

績により、予算額に対し、6,713万1,000円の

増額となっております。 

 下段の県債につきまして、下から２段目の

国庫補助道路用地先行取得事業では、繰越措

置に伴い、最下段の国庫補助街路用地先行取

得事業では、用地取得の実績に伴います減額

で、資金調達が不要となった分、予算額に対

し、合計で11億9,400万円の減額となってお

ります。 

 次に、説明資料10ページをお願いいたしま

す。 

 特別会計の歳出でございます。 

 土木費のうち、上段から２段目、道路新設

改良費につきましては、歳入でも触れました

が、４億6,400万円の繰り越しが生じており

ます。繰り越しにつきましては、後ほど説明

をいたします。 

 また、上から３段目の街路事業費で７億 

3,000万円の不用額が生じております。これ

は、県道熊本高森線の４車線化の用地取得を

加速化するため、一般会計の事業、約23億円

と合わせまして、約30億円の予算を確保して

取り組みましたが、昨年度の用地取得等の契

約実績が約23億円であり、一般会計での対応

ができたため、事業費を県債により調達する

特別会計での執行が不要となったものでござ

います。 

 なお、補償物件等の補償概算額を提示の

上、年度末まで交渉を継続し、先方の契約承

諾の際、即時に対応できるように、２月の減

額補正を見送ったものでございます。 

 以上が特別会計の歳入歳出でございます。 

 続きまして、繰越事業に関しまして、附属

資料で御説明をいたします。 

 附属資料の２ページをお願いいたします。 

 令和元年度への明許繰り越しは、用地先行

取得事業特別会計の１カ所、本渡道路で、繰

越額は４億6,400万円でございます。 

 繰り越しの理由としましては、用地補償等

の契約をした建物移転に不測の日数を要し、

年度内に移転が完了しなかったため、前払い

金を支払った残額などを次年度へ繰り越した

ものでございます。 

 なお、９月末時点で、進捗状況は、約９割

が移転完了となっております。 

 用地対策課の説明は終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○勝又土木技術管理課長 土木技術管理課で

ございます。 

 決算について御説明いたします。 

 委員会説明資料の11ページをお願いいたし

ます。 

 歳入について説明いたします。 

 １段目の財産収入及び４段目の諸収入とも

に、不納欠損額、収入未済額はございませ

ん。財産収入は、調定額及び収入済み額とも

に、1,442万5,000円でございます。これは、

建設技術センター等からの家屋及び土地の貸

付料収入でございます。諸収入は、調定額、

収入済み額ともに、46万2,000円です。これ

は、工事進行管理システム費に関する企業局

からの負担金でございます。 

 続きまして、支出について御説明いたしま

す。 

 資料の12ページをお願いいたします。 

 土木総務費におきまして、145万7,000円の

不用額が生じております。主な理由は、ＣＡ
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ＬＳ／ＥＣ事業及び公共工事品質向上対策事

業等に伴う執行残でございます。 

 続きまして、翌年度への繰り越しについて

御説明いたします。 

 附属資料の３ページをお願いいたします。 

 ＣＡＬＳ／ＥＣ事業費で231万7,000円を繰

り越しております。繰り越しの理由といたし

ましては、土木工事標準積算基準の改定に伴

い、想定外のシステム改修を実施することと

なり、仕様の決定に不測の時間を要し、繰り

越したものでございます。 

 なお、この業務は、９月30日に完了いたし

ております。 

 以上で土木技術管理課の説明終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○亀崎道路整備課長 道路整備課でございま

す。 

 まず、決算につきまして御説明いたしま

す。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 主な内容について御説明いたします。 

 表の１段目をお願いします。 

土木費負担額ですが、予算額に対し、

3,102万1,000円の減となっております。これ

は、主に地域道路改築費負担金の事業費確定

に伴うものでございます。 

 ４段目の土木費国庫補助金でございます

が、予算額に対し、69億4,787万8,000円の減

となっております。これは、主に社会資本整

備総合交付金の繰り越し及び事業費確定など

に伴うものでございます。 

 次に、14ページをお願いします。 

 上から２段目の諸収入でございますが、予

算額に対し、288万円の減となっておりま

す。これは、主に道路関係受託事業収入の事

業費確定に伴うものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 15ページをお願いします。 

２段目の道路橋りょう総務費の不用額は、

109万2,000円でございます。これは、職員給

与費の執行残などによるものでございます。 

 16ページでございます。 

 １段目の道路新設改良費の不用額は、８億

1,137 万 5,000 円でございます。これは、地

域道路改築費及び道路施設保全改築費(橋り

ょう補修分)の事業費確定による執行残など

によるものでございます。 

 以上が一般会計における歳入歳出でござい

ます。 

 続きまして、翌年度への繰越事業に関しま

して、附属資料で説明いたします。 

 道路整備課につきましては、附属資料の４

ページから66ページまで記載しております

が、65ページをお願いいたします。 

 道路整備課の明許繰り越しの合計は、最下

段のとおり291カ所で、令和元年度への繰越

額は127億5,078万円でございます。そのう

ち、２月補正分が59カ所で、繰越額は29億3,

400万2,000円でございます。 

 繰り越しの理由といたしましては、交通管

理者など関係機関との協議調整や工法の検

討、協議及び用地補償交渉の難航などに不測

の日数を要したことなどにより、やむなく次

年度へ繰り越したものでございます。 

 次に、66ページをお願いします。 

 道路整備課の事故繰越の合計は３カ所で、

繰越額は２億6,051万5,000円でございます。 

 繰り越しの理由といたしましては、熊本地

震の影響により、労務者の手配調整や資材の

入手難等で不測の日数を要したため、やむな

く次年度へ繰り越したものでございます。 

 なお、この３カ所については、現時点で

は、全て完了いたしております。 

 以上で道路整備課の説明を終わらせていた

だきます。 

 よろしくお願いいたします。 
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○吉ヶ嶋道路保全課長 道路保全課でござい

ます。 

 決算につきまして御説明いたします。 

 説明資料の17ページをお願いいたします。 

 まず、歳入について御説明いたします。 

 １段目の分担金及び負担金につきまして

は、不納欠損額及び収入未済額はございませ

ん。 

 18ページをお願いいたします。 

 １段目の使用料及び手数料につきまして

は、不納欠損額はございませんが、収入未済

額が1,000円となっております。なお、現在

は収入済みとなっております。この内容につ

きましては、後ほど附属資料で御説明をいた

します。 

 ４段目の国庫支出金につきましては、予算

額に対しまして、34億3,729万9,000円の減と

なっております。これは、最下段に記載のと

おり、工事の繰り越し及び事業費の確定に伴

うものでございます。 

 20ページをお願いいたします。 

 ３段目の雑入でございます。 

 予算に対しまして、1,331万3,000円の増と

なっております。これは、通信事業者の未許

可物件が判明し、道路占用料相当額がふえた

ことによるものでございます。 

 また、不納欠損額が３万7,000円でござい

ます。この内容につきましては、後ほど附属

資料で御説明いたします。 

 歳入につきましては以上でございます。 

 引き続きまして、歳出につきまして御説明

いたします。 

 説明資料の21ページをお願いいたします。 

２段目の道路橋りょう総務費の不用額の787

万4,000円の主な理由は、道路管理事業にお

ける道路賠償責任保険の入札残等によるもの

でございます。 

 ３段目の道路維持費の不用額2,146万8,000

円の主な理由は、単県道路維持修繕費におけ

る積雪対策費等の執行残によるものでござい

ます。 

 22ページをお願いいたします。 

 道路新設改良費の不用額９億3,027万7,000

円の主な理由は、道路施設保全改築費の事業

費確定に伴う執行残によるものでございま

す。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して、附属資料で御説明いたします。 

 道路保全課につきましては、附属資料の67

ページから111ページまでに記載しておりま

すけれども、まず、110ページをお願いいた

します。 

 道路保全課の明許繰り越しの合計は、394

カ所の77億5,364万2,000円でございます。繰

り越しの主な理由といたしましては、関係機

関との協議や計画の策定、工法の選択に当た

りまして、不測の日数を要したこと等により

まして、やむを得ず繰り越ししたものでござ

います。事業については順調に進んでおりま

して、年度内に完了する予定でございます。 

 続きまして、111ページをお願いいたしま

す。 

道路保全課の事故繰りの合計は、１カ所、

547万2,000円でございます。繰り越しの理由

は、熊本地震の影響により、施工業者におけ

る人員確保及び資材確保が困難となり、工事

施工に不測の日数を要したことにより、やむ

を得ず繰り越したものでございます。なお、

現在は完了しております。 

 続きまして、収入未済額について御説明い

たします。 

 附属資料の187ページをお願いいたしま

す。 

 道路占用料で１件、1,000円の収入未済額

がありますが、理由といたしましては、相手

との一時連絡不通等によりまして、収入未済

となっていたものでございます。なお、現在

は収入済みとなっております。 

 続きまして、不納欠損額について御説明い
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たします。 

 附属資料の196ページをお願いいたしま

す。 

 これは、平成26年に発生した工事請負契約

解除に伴う違約金で、これまで電話、訪問な

どにより催告や財産調査を行ってまいりまし

たが、資産もなく、消滅時効の期間の３年間

が経過し、債務者が時効援用の意思を示した

ことから、不納欠損処分を行ったものでござ

います。 

 最後に、県有財産の処分状況につきまして

は、附属資料の200ページの一覧表のとおり

でございます。 

 以上で道路保全課の説明を終わらせていた

だきます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○坂井都市計画課長 都市計画課でございま

す。 

 まず、決算につきまして御説明いたしま

す。 

 歳入につきましては、説明資料の23ページ

から26ページでございます。 

 歳入の内容は、分担金及び負担金、使用料

及び手数料、国庫支出金、財産収入、繰入

金、繰越金、諸収入でございますが、いずれ

も不納欠損額、収入未済額はございません。 

 主なものについて御説明いたします。 

 23ページをお願いします。 

 分担金及び負担金でございますが、23ペー

ジの上から５段目の鉄道高架化事業費負担金

が、予算現額に対し、5,599万9,000円の減と

なっております。これは、令和元年度への繰

り越しに伴うものでございます。 

 24ページをお願いいたします。 

 国庫支出金でございますが、24ページの下

から２段目の社会資本整備総合交付金が、予

算現額に対し、31億7,905万9,000円の減とな

っております。これは、令和元年度への繰り

越しに伴うものでございます。 

 次に、25ページをお願いします。 

 繰入金でございますが、25ページ最下段の

緑の基金繰入金が、予算現額に対して、285

万4,000円の減となっております。これは、

民間施設緑化推進事業の事業費確定に伴うも

のでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 27ページをお願いいたします。 

 上から４段目の景観整備費の不用額729万

4,000円は、緑化景観対策事業並びに民間施

設緑化推進事業の事業費確定に伴うものでご

ざいます。 

 次に、28ページをお願いいたします。 

最上段、都市計画総務費の不用額626万 

7,000円は、主に屋外広告物対策推進事業の

事業費確定に伴うものでございます。 

 29ページをお願いいたします。 

 上から２段目の街路事業費の不用額１億 

6,182万円は、街路整備事業費の事業費確定

に伴うものでございます。 

 以上が一般会計における歳入歳出でござい

ます。 

 続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して、附属資料で御説明いたします。 

 都市計画課の繰越事業につきましては、附

属資料の112ページから118ページに記載して

おります。 

 118ページをお願いいたします。 

 明許繰り越しの都市計画課計は、最下段の

おり26カ所で令和元年度への繰越額は、57億

2,710万7,000円でございます。繰り越しの主

な理由といたしましては、関係機関との協議

調整や家屋に係る補償交渉に不測の日数を要

したことにより、やむを得ず次年度へ繰り越

したものでございます。 

 以上で都市計画課の説明を終わらせていた

だきます。 

 よろしくお願いします。 

 

○渡辺下水環境課長 下水環境課でございま
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す。 

 まず、決算について御説明いたします。 

 説明資料の31ページをお願いいたします。 

 31ページから33ページまでが一般会計の歳

入ですが、不納欠損額、収入未済額はござい

ません。 

 主な内容について御説明いたします。 

 31ページ２段目の国庫支出金ですが、予算

額に対して8,907万3,000円の減となっており

ますのは、３段目の市町村都市災害復旧指導

監督事務費負担金、32ページ３段目の農山漁

村地域整備交付金の繰り越しに伴うものなど

でございます。 

 続きまして、34ページから37ページまでが

一般会計の歳出でございます。 

 34ページをお願いいたします。 

 ２段目の公害規制費の不用額208万4,000円

は、主に生活排水対策総合促進事業の執行残

によるものでございます。 

 同じく34ページ、最下段の環境整備費の不

用額4,918万円は、主に浄化槽整備事業の執

行残によるものでございます。 

 次に、37ページをお願いいたします。 

 ２段目の都市災害復旧費の不用額558万 

9,000円は、事業費の確定に伴う執行残でご

ざいます。 

 続きまして、流域下水道事業特別会計につ

いて御説明いたします。 

 38ページから41ページまでが流域下水道事

業特別会計の歳入ですが、不納欠損額、収入

未済額はございません。 

 38ページをお願いいたします。 

 １段目の分担金及び負担金ですが、予算額

に対して1,731万7,000円の減となっておりま

すのは、流域下水道建設事業の繰り越しに伴

うものでございます。 

 次に、39ページをお願いいたします。 

 １段目の国庫支出金ですが、予算額に対し

て３億5,494万5,000円の減となっております

のは、流域下水道建設事業の繰り越しに伴う

ものでございます。 

 次に、41ページをお願いいたします。 

 １段目の県債ですが、予算額に対して１億

3,900万円の減となっておりますのは、流域

下水道建設事業の繰り越し等に伴うものでご

ざいます。 

 続きまして、42ページから44ページまで

は、流域下水道事業特別会計の歳出でござい

ます。 

 42ページをお願いいたします。 

 １段目の流域下水道費の不用額 2,315 万

3,000 円は、主に流域下水道の維持管理事業

の執行残によるものでございます。 

 一般会計、流域下水道事業特別会計の歳入

歳出の説明は以上でございます。 

 最後に、翌年度への繰越事業について御説

明いたします。 

 附属資料の119ページをお願いいたしま

す。 

 119ページから123ページまでが下水環境課

における繰越事業でございます。 

 119ページをお願いいたします。 

 まず、一般会計につきましては、119ペー

ジ最下段のとおり、8,316万1,000円の繰り越

しとなっております。これは、漁業集落排水

施設整備事業費で、改築更新機器の機種選定

に当たり不測の日数を要したため、やむを得

ず繰り越したものでございます。 

 次に、123ページをお願いいたします。 

 流域下水道事業特別会計につきましては、

123ページの最下段のとおり、合計で17カ

所、６億2,715万9,000円の繰り越しとなって

おります。 

 主なものといたしましては、防災・減災、

国土強靱化のための３か年緊急対策事業に係

る国の補正予算によるもの、また、八代北部

流域下水道の処理場中央監視制御設備改築更

新工事における改築更新機器の機種選定に当

たり不測の日数を要したことなどにより、や

むなく繰り越したものでございます。 
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 なお、一般会計、流域下水道事業特別会計

における繰越事業につきましては、全て令和

元年度内に完了予定でございます。 

 以上で下水環境課の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○竹田河川課長 河川課でございます。 

 まず、決算について御説明いたします。 

 資料の45ページをお願いします。 

 まず、歳入についてですが、１段目の分担

金及び負担金は、海岸事業に伴う市町村の分

担金ですが、不納欠損額、収入未済額はござ

いません。 

 次に、下から２段目の使用料及び手数料に

つきましては、不納欠損額が54万9,000円、

収入未済額が313万6,000円となっておりま

す。それぞれの内容につきましては、後ほど

附属資料で御説明いたします。 

 続きまして、47ページをお願いいたしま

す。 

 １段目の国庫支出金につきましては、不納

欠損額、収入未済額ともにございませんが、

予算現額と収入済み額との比較で112億3,591

万1,000円の減となっております。これは、

繰り越し及び事業費確定に伴うものです。 

 次に、50ページをお願いします。 

 １段目の諸収入ですが、不納欠損額はござ

いませんが、収入未済額が３億495万8,000円

となっております。これにつきましても、後

ほど附属資料で御説明いたします。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 資料の53ページをお願いいたします。 

 上から２段目の河川海岸総務費につきまし

て、4,360万3,000円の不用額が生じていま

す。これは、主に河川管理費、国直轄事業の

事業費確定に伴う執行残によるものです。 

 資料の54ページをお願いいたします。 

 河川改良費につきまして、２億545万9,000

円の不用額が生じています。これは、主に入

札に伴う執行残と河川等災害関連事業の事業

費確定に伴う執行残によるものです。 

 次に、55ページの最下段の土木災害復旧費

で９億3,072万8,000円の不用額が生じていま

す。その内訳は、資料56ページの１段目、河

川等補助災害復旧費及び２段目の河川等単県

災害復旧費の事業費確定に伴う執行残による

ものです。 

 以上が歳入歳出決算に関しての説明となり

ます。 

 続きまして、附属資料を説明させていただ

きます。 

 まず、繰越事業に関して説明させていただ

きます。 

 明許繰り越しにつきましては、附属資料の

124ページから146ページに掲載しておりま

す。 

 146ページの最下段の合計欄をごらんくだ

さい。 

 河川課の明許繰り越しの合計は、576カ

所、147億2,533万6,000円となっておりま

す。主な理由としまして、工法選択や関係機

関との協議、相続による用地買収のおくれ及

び工事増加に伴う労務者や建設資機材等の不

足など、その調整や手配等に時間を要したこ

と等により、やむを得ず次年度へ繰り越しし

たものです。 

 次に、事故繰越につきまして、資料の147

ページから149ページに掲載しております。 

 149ページ最下段の合計欄をごらんくださ

い。 

 河川課の事故繰越の合計は、133カ所、52

億3,079万8,000円となっております。主な理

由としまして、工事増加に伴い、建設資機材

や労務者等が不足し、その調達や調整に時間

を要したことにより、平成30年度中に契約は

できたものの、工事の施工期間に不足が生じ

たため、次年度へ事故繰越したものです。 

 なお、現在までの進捗率が低い事業につき

ましても、早期執行に努め、一日でも早い事
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業の完成を目指し、予算の執行に取り組んで

まいります。 

 続きまして、収入未済額について説明させ

ていただきます 

 附属説明資料の188ページをごらんくださ

い。 

 平成30年度収入未済に関する調べの１段

目、河川敷占用料で73万3,000円、２段目の

土石採取料で240万2,000円、３段目の雑入で

３億495万8,000円の収入未済が生じておりま

す。 

 これらの理由につきましては、次のペー

ジ、189ページの下の表、平成30年度収入未

済額の状況をごらんください。 

 まず、１段目の河川敷占用料の計20件の収

入未済の理由としましては、生活困窮による

ものが４件、所在不明によるものが１件、督

促等を行ったが、非協力的によるものが13

件、その他で本人死亡によるものが２件とな

っております。 

 なお、現在までに、非協力的13件のうち、

11件は納付済みとなっております。 

 次に、２段目の土石採取料のその他の１件

の収入未済の理由としましては、会社代表者

死亡によるものです。３段目の雑入、海砂利

超過採取に係る過料及び４段目の海砂利採取

不当利得、どちらも計５件で、それぞれ同一

の債務者によるものです。収入未済の理由と

しまして、その他に５件かかげております

が、会社代表者死亡によるものが２件、会社

経営不振によるものが３件となっておりま

す。占用料等の使用料の未収金につきまして

は、これまで、出先機関とも連携しながら、

徴収に努めているところでございますが、引

き続き、未収金の解消に向け、納入指導等に

取り組んでまいります。 

 また、過料等の雑入の未収金につきまして

は、平成22年度と平成24年度に判明した民間

業者による海砂利の違法採取に起因するもの

で、資料に数字の記載はございませんが、過

料等の全体額は３億2,400万円余でございま

した。そのうち、平成30年度末までに1,900

万円余が納付されている状況です。 

 いずれの事業者も、経営状況が厳しく、ま

た、財産調査の結果でも全額の納付が可能な

状況ではありませんでした。徴収が難しい状

況ではありますが、今後も引き続き、定期的

に事業者への訪問を行うなど、粘り強く徴収

に取り組んでまいります。 

 次に、不納欠損額につきまして、附属資料

の197ページをごらんください。 

 使用料の不納欠損額として、土石採取料で

54万9,000円が生じております。理由としま

しては、平成24年度の土石採取料についての

時効期間満了による債権消滅によるものでご

ざいます。 

 最後に、県有財産の処分につきまして、附

属資料の201ページの一覧表に掲げておりま

す。 

 以上で河川課の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○松永港湾課長 港湾課でございます。 

 まず、先ほど監理課長からお話がございま

した監査結果指摘事項につきまして御説明い

たします。 

 お手元の資料のうち、監査結果指摘事項と

いう表題のＡ４の縦版２枚の資料をお願いい

たします。１枚目が港湾課、２枚目が住宅課

となります。 

 港湾課に関する指摘事項は、１、港湾占用

料の過徴収についてでございます。その内容

としましては、「港湾占用料について、消費

税を非課税とすべきところ誤って徴収してい

る事案が285件発生している。出先機関及び

関係市町に対して制度の周知を行うなど再発

防止策を講じること。」でございます。 

 まず、事案の概要でございますが、港湾占

用料につきましては、占用期間が１カ月以上

の場合は、消費税法に基づく県の条例で消費
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税が非課税となりますが、そのことについ

て、港湾課から関係出先機関や関係市町への

周知徹底などが不足していたため、一部機関

において、非課税分に係る過徴収が発生した

ものです。 

 次に、対応状況でございますが、港湾占用

料の返還が必要な該当者に対し、臨戸訪問

し、謝罪した上で返還手続を開始しまして、

９月26日までに過徴収分の返還を完了いたし

ました。 

 再発防止に向けて、まず、７月23日に、関

係出先機関及び関係市町を集めた会議を開催

し、事案の説明と再発防止の徹底を依頼しま

した。 

 加えて、徴収チェックリストの作成や出先

機関などにおける異動時の引き継ぎのシステ

ム化、そして、毎年度の研修の実施により再

発防止の徹底を図ります。 

 続きまして、決算の概要について御説明い

たします。 

 説明資料の57ページをお願いいたします。 

 港湾課は、一般会計のほか、港湾整備事業

特別会計及び臨海工業用地造成事業特別会計

の２つの特別会計について御説明いたしま

す。 

 まず、一般会計の歳入について御説明いた

します。 

 最上段の分担金及び負担金は、港湾事業に

伴う市町村負担金で、不納欠損額、収入未済

額はありません。 

なお、予算現額と収入済み額との比較の538

万8,000円の減につきましては、事業費確定

によるものです。 

 下から３段目の使用料及び手数料におい

て、20万7,000円の収入未済額があります。

内容につきましては、後ほど附属資料で御説

明いたします。 

 次、58ページをお願いいたします。 

 最上段の国庫支出金に不納欠損額、収入未

済額はありませんが、予算現額と収入済み額

との比較の８億4,732万9,000円の減につきま

しては、繰り越しに伴うものです。 

 59ページをお願いいたします。 

 財産収入、繰入金、繰越金に不納欠損額、

収入未済額はありません。 

 続いて、60ページをお願いします。 

 諸収入に不納欠損額、収入未済額はありま

せん。 

 なお、予算現額と収入済み額との比較の

8,728万3,000円の増につきましては、過年度

分に係る災害復旧費国庫負担金の増などによ

るものです。 

 61ページをお願いいたします。 

 次に、一般会計の歳出について御説明いた

します。 

 上から２段目の港湾管理費で377万6,000円

の不用額、最下段の港湾建設費で１億391万

4,000円の不用額が生じています。これは、

事業費確定に伴う執行残によるものです。 

 62ページをお願いいたします。 

 最上段の空港管理費で778万3,000円の不用

額、３段目の港湾補助災害復旧費で3,350万

7,000円の不用額が生じています。これは、

事業費確定に伴う執行残によるものです。 

 63ページをお願いいたします。 

 港湾整備事業特別会計の歳入について御説

明いたします。 

 最上段の使用料及び手数料におきまして、

27万5,000円の収入未済額がございます。内

容につきましては、後ほど附属資料で御説明

いたします。 

 上から４段目からの国庫支出金、財産収

入、繰入金に不納欠損額、収入未済額はあり

ません。 

 64ページをお願いいたします。 

 上から２段目の諸収入において、127万 

3,000円の収入未済額がございます。内容に

つきましては、後ほど附属資料で御説明いた

します。 

 最下段の県債に不納欠損額、収入未済額は
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ございません。 

 65ページをお願いいたします。 

 港湾整備事業特別会計の歳出について御説

明いたします。 

 上から２段目の施設管理費につきまして、

1,729 万 5,000 円の不用額、上から４段目の

公債費につきまして、10 万円の不用額が生

じております。これは、事業費確定に伴う執

行残によるものです。 

 66ページをお願いいたします。 

 臨海工業用地造成事業特別会計の歳入につ

いて御説明いたします。 

 歳入につきましては、不納欠損額、収入未

済額はございません。 

 67ページをお願いいたします。 

 臨海工業用地造成事業特別会計の歳出につ

いて御説明いたします。 

 熊本港臨海用地造成事業費で389万7,000円

の不用額が生じております。これは、事業費

確定に伴う執行残によるものです。 

 以上で一般会計、特別会計の歳入歳出に関

する説明を終わります。 

 続きまして、附属資料を御説明いたしま

す。 

 まず、繰り越しについて御説明いたしま

す。 

 附属資料の150ページから157ページが港湾

課に係る繰越事業でございます。 

 156ページをお願いいたします。 

 最下段のとおり、一般会計の明許繰り越し

は、51カ所、22億4,404万5,000円で、理由と

しましては、関係機関との調整に不測の日数

を要したことなどでございます。 

 157ページをお願いいたします。 

 最下段のとおり、港湾整備事業特別会計の

明許繰り越しは、３カ所、１億5,204万3,000

円で、理由としましては、関係者との協議に

不測の日数を要したことなどでございます。 

 以上のとおり、記載はございませんが、一

般会計及び港湾整備事業特別会計を合わせて

54カ所、23億9,608万8,000円を今年度へ明許

繰り越しをしております。 

 191ページをお願いいたします。 

 続きまして、収入未済につきまして御説明

いたします。 

 一般会計では、最上段のとおり、使用料の

うち、港湾区域占用料で20万7,000円の収入

未済額があり、理由は、申請者の生活困窮、

申請者死亡のためで、対象は２者です。最下

段の未収金対策のとおり、関係者の自宅訪問

に取り組んでおり、うち１者については、分

納中でございます。 

 続きまして、192ページをお願いいたしま

す。 

 港湾整備事業特別会計では、最上段のとお

り、使用料及び手数料のうち、重要港湾使用

料で27万5,000円の収入未済額があり、理由

は、申請者の業績不振のためで、対象は１者

です。 

 また、２段目の諸収入の雑入で127万3,000

円の収入未済額があり、理由は、債務者の業

績不振のためで、対象は２者です。 

 193ページをお願いいたします。 

 重要港湾使用料の１者につきましては、分

納誓約書による納付指導を継続中です。 

 雑入の２者のうち、１者につきましては、

分納誓約書による納付指導を継続中です。も

う１者につきましては、会社が解散してお

り、財産や事業を再開する見込みがないた

め、徴収停止中です。今後も、四半期ごとに

進捗状況を確認し、未収金解消に向けた対策

の検討を行ってまいります。 

 以上で港湾課の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○中山砂防課長 砂防課でございます。 

 説明資料の68ページをお願いします。 

 まず、歳入について御説明申し上げます

が、不納欠損額、収入未済額ともにございま

せん。 
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 下から２段目の国庫支出金につきまして、

予算現額と収入済み額との比較で43億7,275

万円の減となっておりますのは、社会資本整

備総合交付金や砂防激甚災害特別緊急事業費

補助など、令和元年度への繰り越しによるも

のでございます。 

 続きまして、歳出について御説明申し上げ

ます。 

 説明資料の71ページをお願いいたします。 

 上から３段目の砂防費につきまして、不用

額が６億7,898万3,000円生じております。主

な理由は、事業費確定に伴う執行残並びに関

連する他事業のおくれにより事業が執行でき

ず、不用が生じたものでございます。 

 続きまして、繰り越しについて御説明申し

上げます。 

 附属資料をお願いします。 

 附属資料の158ページから178ページにかけ

て、平成30年度の明許繰り越しを記載してお

ります。 

 178ページをお願いいたします。 

 最下段に記載しておりますように、令和元

年度への明許繰り越しは、合計で142カ所、

62億6,650万5,000円でございます。繰り越し

の主な理由としましては、工事用用地の取得

や工事の施工に伴う工事用資材などの運搬路

の選択などに当たり、地元との調整が難航

し、不測の日数を要したなどにより、やむを

得ず次年度へ繰り越しを行ったものでござい

ます。 

 次に、附属資料の179ページから181ページ

にかけて、平成30年度の事故繰越を記載して

おります。 

 181ページをお願いします。 

 最下段に記載しておりますように令和元年

度への事故繰越は、合計で11カ所、21億

3,045万5,000円でございます。事故繰越の主

な理由としましては、工事着手後、工事進入

路について振動対策措置が必要となり、対策

検討に不測の日数を要したなどにより、やむ

を得ず次年度へ事故繰越したものでございま

す。 

 住民の安全確保のため、一日でも早い完成

を目指して、予算執行に取り組んでまいりま

す。 

 以上で砂防課の説明を終わります。 

 よろしくお願いします。 

 

○松野建築課長 建築課でございます。 

 決算について御説明いたします。 

 説明資料の73ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、不納欠損額及び収入

未済額はございません。 

 74ページをお願いします。 

 ２段目以降の国庫支出金につきましては、

収入済み額が予算現額に対して1,728万1,000

円の減となっております。これは、４段目の

社会資本整備総合交付金の繰り越し及び事業

費確定に伴う減が主な理由となっておりま

す。 

 次に、76ページをお願いいたします。 

 歳出について御説明いたします。 

 上から３段目の建築指導費における不用額

4,616万1,000円につきましては、主に住宅耐

震化支援事業の事業費確定に伴う執行残でご

ざいます。 

 続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して、附属資料で説明申し上げます。 

 建築課につきましては、附属資料の182ペ

ージから183ページに記載しております。 

 183ページの最下段のとおり、建築課の令

和元年度への繰り越しの合計は、5,105万円

でございます。 

 繰り越しの主なものとしましては、まず、

182ページ１段目に記載している建築物防災

対策推進事業費で、水俣市と阿蘇市におい

て、要緊急安全確認大規模建築物への耐震化

助成を行っておりますが、設計内容の確定等

に時間を要したため、やむなく繰り越しを行

ったものでございます。 



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和元年10月11日) 

 

 - 14 - 

 次に、６段目にあります危険ブロック塀等

安全確保支援事業費でございますが、通学路

等の危険なブロック塀等の撤去に係る市町村

への支援を行っております。市町村における

補助事業の開始が年度後半になったため、や

むなく繰り越しを行ったものでございます。 

 建築課の説明は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○小路永営繕課長 営繕課でございます。 

 説明資料の77ページをお願いいたします。 

 歳入について御説明いたします。 

 国庫支出金、繰越金及び諸収入がございま

すが、いずれも不納欠損額及び収入未済額は

ございません。 

 次に、78ページをお願いします。 

 歳出について御説明いたします。 

 土木総務費の不用額2,927万6,000円につき

ましては、主に県営施設の改修等にかかわる

工事請負費や設計管理委託料の入札に伴う執

行残及び事務費の執行残でございます。 

 続きまして、翌年度への繰り越しにつきま

して、附属資料で御説明いたします。 

 附属資料の184ページをお願いいたしま

す。 

 営繕課の令和元年度への繰り越しの合計

は、表最下段のとおり、県有施設保全改修費

で４カ所、合計３億15万9,000円となってお

りますが、関係機関との協議等に不測の日数

を要したことなど、やむを得ず次年度に繰り

越したものでございます。 

 営繕課は以上でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○原井住宅課長 住宅課でございます。よろ

しくお願いします。 

 まず、今年度の定期監査において指摘事項

がございますので、御説明いたします。 

 お手元の資料の監査結果指摘事項の２枚目

をお願いいたします。 

 住宅課に関する指摘事項は、２、委託契約

の事務処理についてでございます。 

 内容は、「県営住宅管理システム保守及び

改修業務について、契約手続を行わないまま

業者に業務を執行させ、翌年度に支払手続を

行っている。業務進行管理について組織的な

チェック体制の強化を図り、再発防止に努め

ること。」でございます。 

 事案の概要について御説明します。 

 今回の事案は、県営住宅の入居や家賃収入

などを管理するための県営住宅管理システム

の保守業務及び同システムを改元に対応させ

るための改修業務について、契約を交わさな

いまま、口頭やメールなどの打ち合わせに基

づき業者に業務を執行させていたもので、年

度終了後に、契約締結や支払いに関する処理

が行われていないことが判明しました。 

 原因としましては、本件業務の担当者が処

理案件を多く抱えていたことから、本契約に

係る事務処理を怠り、一連の決裁処理を放置

していましたが、管理監督者は、この状況に

気づいておりませんでした。 

 対応状況につきましては、予算に計上した

ソフト事業について進行管理表を作成し、担

当者、班長の間で処理状況を共有し、管理監

督者によるチェックを強化することで再発防

止を徹底してまいります。 

 次に、決算について御説明いたします。 

 まず、歳入についてですが、説明資料の79

ページをお願いいたします。 

 最上段の使用料及び手数料ですが、調定額

22億1,058万5,000円に対し、収入済み額が22

億399万8,000円、不納欠損額が97万6,000

円、収入未済額が561万円となっておりま

す。 

 使用料の内訳として、３段目に県営住宅使

用料、４段目に駐車場などの県営住宅用地使

用料を記載しております。 

 不納欠損と収入未済の状況につきまして

は、後ほど附属資料で説明させていただきま
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す。 

 80ページをお願いいたします。 

 最上段の国庫支出金ですが、予算現額に対

し、１億9,619万7,000円の減となっておりま

す。これは、３段目の社会資本整備総合交付

金の繰り越し及び事業費確定に伴う減が主な

理由となっております。 

 次に、82ページをお願いいたします。 

 ３段目の災害公営住宅整備事業受託事業収

入ですが、予算現額に対し、１億5,424万

9,000円の減となっております。これは、事

業費確定に伴うものでございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 83ページをお願いいたします。 

 ２段目の住宅管理費の中ほどの不用額

3,717万円につきましては、公営住宅維持修

繕費の執行残、訴訟に係る訴訟費用の執行残

などです。 

 ３段目の住宅建設費の不用額３億9,926万

5,000円につきましては、高齢者向け優良賃

貸住宅供給促進事業費の事業費確定に伴う執

行残、災害公営住宅整備受託事業の事業費確

定に伴う執行残などによるものでございま

す。 

 84ページをお願いいたします。 

 ２段目の住宅災害復旧費の不用額2,024万

9,000円につきましては、県営住宅災害復旧

事業費の事業費確定に伴う執行残でございま

す。 

 続きまして、翌年度への繰越事業につきま

して、附属資料で御説明します。 

 住宅課の明許繰り越しにつきましては、

185ページから186ページに記載しておりま

す。 

 186ページをお願いいたします。 

 186ページの最下段に記載のとおり、令和

元年度への繰越額の合計は４億2,695万円で

ございます。 

 主な理由としましては、公営住宅維持補修

費や公営住宅ストック総合改善事業費におい

て、基本計画の策定、変更などの検討に不測

の日数を要したことにより、やむを得ず繰り

越したものでございます。 

 続きまして、収入未済の状況につきまして

御説明いたします。 

 194ページをお願いいたします。 

 １の平成30年度歳入決算の状況の１段目の

県営住宅使用料ですが、収入未済額が548万

7,000円、２段目の県営住宅用地使用料です

が、収入未済額が12万3,000円生じておりま

す。これは、県営住宅入居者の方が収入の低

下などにより生活困窮の度合いが増し、収入

未済となったケースや既に県営住宅を退去し

た方々の滞納が主な原因です。 

 ２の収入未済額の過去３カ年の推移です

が、県営住宅使用料、県営住宅用地使用料と

もに年々減少しております。 

 195ページをお願いいたします。 

 平成30年度の未収金対策を記載しておりま

す。 

 県営住宅使用料について、入居者対策とし

ましては、③の職員による電話催告や分納指

導、④の３カ月以上の滞納者への催告及び当

該催告に応じない滞納者の連帯保証人への通

知などを重点的に取り組んでおります。ま

た、退去者対策としましては、④の分納誓約

の実施を重点的に取り組んでいます。これら

の取り組みにより、収入未済額は年々減少し

ており、一定の成果があったと考えておりま

す。 

 引き続き、さまざまな事情を抱える入居者

の方々の話をお聞きし、場合によっては、減

免制度を利用するなどの配慮も行いながら、

歳入確保及び公平性の観点から、未収金対策

に取り組んでまいります。 

 最後に、不納欠損について御説明いたしま

す。 

 198ページをお願いいたします。 

 県営住宅使用料に不納欠損額が計 80 万

1,000 円ございます。理由としましては、消
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滅時効完成による債権消滅でございます。 

 199ページをお願いいたします。 

 県営住宅用地使用料に不納欠損額が17万 

4,000円ございます。これも、消滅時効完成

による債権消滅でございます。 

 以上で住宅課の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 以上で土木部の説明が終

わりました。 

 それでは、質疑を受けたいと思います。 

 質疑はありませんか。 

 私からいいですか。みんな考えている間に

ちょっと。 

 昨年の指摘事項で、河川及び港湾関係事業

の繰り越しなどの多くが地元漁協などという

このくだりが、先ほど説明がありましたけれ

ども、実は、昨年、私、決算委員会で、私の

質疑応答を通してやりとりをする中で、最終

的に指摘事項に加えようと思って指摘をした

んですね。指摘事項の中に入れたわけです。

私が質疑をしたので、よく覚えているんです

が、そのときのこの附属資料の中には、いわ

ゆる――この、きょうは関係機関と書いてあ

りますが、ここに漁業組合を初め関係機関と

か、そうでない場合は地元との協議とかとい

うふうに書いてあったので、この資料を見

て、私も、この資料や日ごろの活動の中で、

やっぱり多いんだなということで質疑をさせ

ていただいたんですね。 

 きょういただいた資料でいくと、これは、

関係機関となって、もう漁業組合なんか一切

出てこないんですよ。これは、去年、私が質

疑をしたから、もう漁業組合とのトラブルが

なくなって、もうないから関係機関になって

いるのか、それとも、質疑をやる中で、漁業

組合とわざわざ書いてたので、目についたか

ら、もう関係機関の中に入れてしまって見え

ないようにしてしまったのか、そこはどうい

うふうに私は理解したらいいのかなと思っ

て。この表記の仕方ですね。去年は、間違い

なく漁業組合という言葉がたくさん躍ったん

ですよ。だから私は質疑したんだけれども、

ことしは一切出てこないということは、これ

はどういうふうな理由でこういう書き方をさ

れたのか。 

 

○藤本政策審議監 確かに、昨年度は、漁協

との協議というのが出てまいりましたが、実

は、ちょっと各課調べましたところ、表現が

かなりばらばらでございまして、漁協を書い

ていたところ、漁協だったけれども書いてな

いところ、単に関係機関と書いていたとこ

ろ、それぞればらばらだったもんですから、

今回は、このような表現にそろえたというこ

とで、それを伏せたということではございま

せん。実態としては、それぞれ事情があるこ

とは間違いなくて、漁協があることも多分あ

るとは思っております。そこを今回はそろえ

たということで御理解いただければと思いま

す。 

 

○溝口幸治委員長 じゃあ、昨年度に比べ

て、今年度はそういう漁業組合とかとの関係

の件数というか、そういうのはどういう傾向

なのかというのは調べていらっしゃるんです

か。 

 

○藤本政策審議監 漁協との協議の結果、繰

り越しがふえたかどうかという正確な数字は

把握はしておりません。 

 

○溝口幸治委員長 本来、昨年指摘があった

ので――いやいや、隠すんであればですね、

隠すんであれば、やっぱりそこまできちっと

やっとかないと、いや、まさに漁協と行政機

関との関係そのものの何かやり方なんです

ね。結局、不都合ないろいろなことが出てき

たときには、いやいや、それは行政は関係あ

りません、民民ですからと言ってやってきた
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姿勢そのものが、実は、私が去年指摘をし

て、こういう書き方に変わるというところに

見え隠れするような気がして、私が邪気を回

しているのかもしれませんが、まさにそうい

うふうなやりとりが長年続いてきて、知らな

いふりをしてきて、わかっているのに知らな

いふりをしてきた結果が今積み重なって、漁

業組合等との行政の関係、あるいは建設業と

の関係の構図をつくってきたわけですよね。 

 もう去年から表に出たわけですから、こう

やって。初めて県議会の中の公の席で話が上

がったわけですね。それまでは、みんな、そ

れはやってはいけないものだと伏せてきたわ

けですよね、お互い、わかりながら。けど、

そういう時代ではなくなったので表に出たの

に、何となくこういう書き方をされると、

あ、執行部とのそういう関係というのは、や

っぱりそういうふうな扱いをするのかなと思

ってしまうので、そのあたりはきちっと、去

年指摘があったんだから、漁協との協議でど

うなった、こういう結果になったというの

は、きちっとわかるような形で我々の決算委

員会には出していただく、あるいは日ごろの

常任委員会等々でも出していくという姿勢が

皆さん方にないと、絶対改善できませんよ。 

 きょう、私、この資料を見て、つくづくそ

う感じたので、もうこれ以上やりませんけれ

ども、そういう思いを私が持っておりますの

で、また指摘事項とか、先生方と意見を交わ

す中でこの件はやっていきたいと思いますけ

れども、何か関連して、どなたか、委員の

方、御発言があれば受け付けますけれども、

関連なければ、もうこれはこれで終わりたい

と思います。――いいですか。 

 ほかにございませんか。 

 

○西聖一委員 住宅課のほうにお尋ねいたし

ます。 

 県営住宅の未収というか、不納欠損も、減

ってきてますけれども、残って出てきている

ようですけれども、生活困窮者の方がおられ

て、現時点でもう明らかに家賃が払えないよ

うな方で、まだ居住されている方というのは

どれくらいいらっしゃるんですか。 

 

○原井住宅課長 済みません、数は正確には

してないんですが、そういう方は、生活扶助

対策とか、そちらに相談いただいて対応はし

ております。あと、家賃の減免になるかと

か、そういう打ち合わせ、本人からの申し出

とかいうのはやりとりをしております。 

 

○西聖一委員 借地借家法で住んでいるほう

が今強いわけですけれども、それは、県とし

ては出ていくようにお願いをしている、減免

も、もちろん本人に有利になるようにしては

いらっしゃると思うんですけれども、出てい

ってもらうようにしているのか、やっぱり借

り主のほうが居座るというか、そういう例も

やっぱりあるんでしょうか。 

 

○原井住宅課長 そういう例はほとんどない

と思います。 

 出ていってもらうというか、先ほど言いま

した減免措置とか、それで、ただ、滞納が、

ちょっと言葉悪いんですが、悪質とか、そう

いうふうになりましたら、裁判、訴訟を起こ

しまして、明け渡し請求を行うことになりま

す。 

 

○溝口幸治委員長 いいですか。 

 

○西聖一委員 もう１点いいですか。 

 あと、今度は道路保全課になるかと思いま

すけれども、車道、車の沿線に緑化推進で木

を植えていらっしゃると思います。最近は、

スポーツ大会があるからよく見ていると、す

ごく伐採をしてくれているなという感じを受

けているんですけれども、非常に雑草だった

り、そういうもう木が大木になって、住民か



第５回 熊本県議会 決算特別委員会会議記録（令和元年10月11日) 

 

 - 18 - 

らは、かなり切ってくれという要望は多いと

思うんですけれども、そこら辺の対応は今後

どういうふうになっていくのかなと、ちょっ

とお尋ねしたいんですけれども。 

 

○吉ヶ嶋道路保全課長 単県道路景観整備事

業ということで、今委員御指摘、今集中的に

やってますのは、１つは、今現在行われてお

ります国際スポーツ大会でのおもてなし関係

ということで、通常の道路美化とあわせて重

点的にやっているところでございます。 

 取り組み内容といたしましては、今委員ご

ざいましたけれども、道路植栽の改善であり

ましたり、あと、防草対策でありましたり、

倒木事故関係のための老朽化した街路樹等の

更新等を行っているところでございます。 

 私ども道路管理者としましては、やはり安

全で円滑な道路交通の確保を進めるというよ

うなことで、もちろん沿道景観の向上を今後

も進めていくということで、非常に大事な今

後もやっていくべきことというふうに認識し

ているところでございます。 

 

○西聖一委員 要望で、インバウンド対策で

海外からも今度いっぱい来られるようになっ

ていますし、通常の道路であっても、この苦

役というか、道路沿線の方が作業するような

労力もだんだん減ってきたので、お金はかか

ると思うんですけれども、できるだけそうい

うメンテナンスとか景観費用にしっかり予算

を確保していただければと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○溝口幸治委員長 ほかにございませんか。 

 

○ 田大造委員 土木部は、非常に予算額が

大きいんですけれども、私の認識としては、

予算というのは単年度決算主義でやっていく

というのが行政だと思うんですが、課によっ

ては予算額の７割近く、もう半分以上の予算

が次年度の繰越額になってまして、これは、

地震というのがあったから、イレギュラーな

状態としてこういう状態が続いているのか、

もしくはこれがもう常態化していると考えた

ほうがいいのかというその辺、どう捉えてい

いのか教えてください。 

 

○野﨑監理課長 地震も大きな要因ではござ

います。補正予算等、地震に関連して措置さ

れておりますので、その関係も非常に大きい

状況にはなっております。 

 ただ、補正予算に限らず、土木部関連の予

算で明許繰り越しというのは、毎年一定の額

は出ているのは現状でございます。今回、一

番大きい要因は、地震関連というのは間違い

なく大きゅうございます。 

 以上でございます。 

 

○ 田大造委員 地震から３年半たつんです

が、一般の行政のことはよくわからない人か

ら見れば、ちょっと見積もりというのが甘い

んではないかなとも受け取られかねないと思

うんですね。こういう状態があるとしたら、

何年ぐらい続くと考えればよろしいんでしょ

うか。 

 

○野﨑監理課長 地震関連で、例えば、事故

繰り等多額に発生するのは、土木部におきま

しては、今年度はもう事故繰りを出さないと

いう気持ちでやっております。 

 繰越事業に関しましては、例えば、国土強

靱化におきまして、昨年は２月の補正でいた

だいておりますので、来年度は、一定額繰り

越しが出てくるのかなというふうには見込ん

でおるところでございます。 

 

○溝口幸治委員長 いいですか。 

 ほかにございませんか。――よろしいです

か。 

 済みません、さっき言った、去年指摘し
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て、その辺についてお答えはあったんだけれ

ども、数字から見るとお答えがあってないの

で、また、今度指摘事項に加える方向で、ち

ょっと皆さん方と検討させていただきたいと

思います。 

 質疑がなければ、これで終わりたいと思い

ますけれども、いいですか、質疑。 

 なければ、これで土木部の審査を終了いた

します。 

 次回の第６回委員会は、10月21日月曜日午

前10時に開会し、午前に警察本部、出納局、

各種委員会、午後に商工観光労働部、国際ス

ポーツ大会推進部、企業局の審査を行うこと

としておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、これをもちまして本日の委員会

を終了いたします。 

  午後２時12分閉会 
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